
旭川市告示第７９号

計量法（平成４年法律第５１号）第２１条第２項の規定により、令和８年特定計量器の

定期検査の期日、場所等を次のとおり告示する。

令和８年３月５日

旭川市長 今 津 寛 介

１ 定期検査を行う区域

春光各条、春光町、字近文各線、住吉各条、春光台各条、末広各条、末広東各条、旭

町各条、大町各条、川端町各条、旭岡、近文町、北門町、緑町、錦町、花咲町、本町、

江丹別町、神楽各条、神楽岡各条、神楽岡公園、西神楽南各条、西神楽北各条、西神楽

各線、西神楽南、新開、西御料各条、緑が丘各条、緑が丘東各条、緑が丘南各条、永山

各条、永山北各条、永山町、流通団地各条、秋月各条、東各条、新富各条、金星町、大

雪通、パルプ町各条、パルプ町、新星町、東旭川南各条、東旭川北各条、工業団地各条

及び東旭川町

２ 定期検査の対象となる特定計量器

非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又は第２号に

掲げるものを除く。）、分銅及びおもり



３ 定期検査実施の期日及び場所

４ 所在場所検査（特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第７０号。以下「省

令」という。）第３９条に該当する場合）

対象事業所において受検希望の場合は、所在場所定期検査申請書（省令様式第１３。

以下「申請書」という。）を提出すること。

検査期日 検査場所 住所 受付時間

令和８年６月

８日・９日

旭川市愛育センター 春光２条７丁目 午前９時３０分

から午後３時ま

で令和８年６月

１０日・１１日

旭川市北星公民館 北門町８丁目

令和８年６月

１６日

旭川計量機㈱ 流通団地２条４丁目

令和８年６月

１７日

北海道計量検定所旭川支所 永山６条１９丁目

令和８年６月

１８日

旭川市東旭川支所 東旭川北１条６丁目

令和８年６月

２３日

旭川市神楽市民交流センター 神楽３条６丁目

令和８年６月

２４日・３０日

旭川市計量検査所 東５条３丁目

検 査 期 日 対象事業所（次の区分に従い、次に掲げる条件のいずれかに

該当する事業所）

申 請 書 の

提出締切日

令和８年４月６

日～５月３１日

＜商業関係＞

① １店舗で使用している特定計量器が１０台以上あること。

② 特定計量器を使用している店舗数が５店舗以上であるか、

又は使用している特定計量器が２０台以上あること。

③ 特定計量器の運搬が著しく困難であることその他特別の事

由があると市長が認めたこと。

令和８年３

月３０日

令和８年４月６

日～５月３１日

＜工業関係＞

① 取引又は証明に使用している特定計量器が１０台以上ある

こと。

② ひょう量１トン以上の特定計量器が設置されていること。

③ 特定計量器の運搬が著しく困難であることその他特別の事

由があると市長が認めたこと。

令和８年３

月３０日

令和８年９月１

日～９月３０日

＜高精度関係＞

① 最小の目量が１００ミリグラム以下の電気式はかりを使用

していること。

② その他特別の事由があると市長が認めたこと。

受検時申請



備考

「検査期日」には、旭川市の休日を定める条例（平成５年旭川市条例第３号）第１条

第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を含まないものとする。

５ その他

３及び４に掲げる検査期日以外の日については、旭川市計量検査所又は特定計量器の

所在場所（４の各区分において掲げる条件のいずれかに該当する事業所に限る。）にお

いて検査を実施する。ただし、休日を除く。

６ 問合せ先並びに所在場所定期検査申請書の受付の場所

旭川市計量検査所事務室

旭川市１条通８丁目フィール旭川７階

電話 ２０－０３６０

令和８年７月１

日～１０月３１

日

＜省令第３９条第１項第５号に該当する検査＞

① 春光台各条、江丹別町、西神楽、東旭川町の各地区で、

ひょう量１５０キログラム以下の特定計量器を使用している

こと。

② 電気式はかりで、特に運搬が著しく困難であると市長が認

めたものを使用していること。

申請書不要

令和８年８月

１７・１８日

＜大型スケール＞

① ひょう量５トン以上の特定計量器が設置されていること。

② その他特別の事由があると市長が認めたこと。

令和８年７

月１０日


